
児童手当制度のご案内 

目 的                                 

 児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与するとともに、

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。 

 

支給対象                               

児童手当は、原則として日本国内に居住する中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の

最初の３月３１日まで）の児童を養育している父母等に支払われます。 

 

支給額                                 

児童の年齢 児童手当の額（１人当たり月額） 

３歳未満 一律１５，０００円 

３歳以上小学校修了前 １０，０００円（第３子以降は１５，０００円） 

中学生 一律１０，０００円） 

※ 支給対象者の所得が所得制限限度額以上の場合は、上記にかかわらず、特例給付と

して月額一律５，０００円になります。（所得制限については下記をご覧ください） 

※ なお、受給資格者は父母等のうち生計を維持する程度の高い方となっており、基本

的には恒常的収入の高い方となります。 

 

支給時期                                

 毎年６月・１０月・２月に、それぞれ前月までの手当（４ヶ月分）を支給します。 

 例）6月支給日には、2～5月分の手当を支給します。 

 

手続きの方法・・・はじめに行うこと                   

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出す

ること（申請）が必要です。（公務員の場合は勤務先に）。 

認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。出生や転

入の場合、１５日以内に役場へ申請してください。 

【申請の際に必要なもの】 

 ＊個人番号を確認できるもの（マイナンバーカードなど） 

 ＊はんこ 

 ＊請求者名義の通帳 

 ＊その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。 

【手続きにおいて必要な本人確認資料】 

 ＊マイナンバーカード 

 ＊運転免許証 

 ＊運転経歴証明書 

 ＊旅券 等 

 

手続きの方法・・・続けて手当を受ける場合                

【現況届】 

毎年6月1日における状況を確認するもの。 



 続けて手当を受給するためには、「現況届」を６月中に提出してください。 

    ※提出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注

意ください。 

【他の市区町村に住所がかわるとき】 

 他の市区町村に住所が変わる場合は、新郷村に「受給事由消滅届」の提出が必要にな

ります。また、転出後の市区町村で手当の支給を受けるためには、新たに認定の請求が

必要になります。 

※手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意く

ださい。 

【その他】 

 手当支給の対象となる児童が増えたときや減ったとき、手当の受給資格がなくなっ

たとき、手当を受けている方や児童の住所や名前が変わったときなどは届け出が必要

です。 

【子育てワンストップサービス】 

 マイナポータルの「ぴったりサービス」で、オンライン申請ができます。 

    ※オンライン申請には、マイナンバーカードが必要になります。ご利用には、

マイナンバーカードに対応するＩＣカードリーダライタまたはスマートフォ

ンが必要です。 

 

所得制限限度額                             

   

※前年中（1月から5月分の手当については、前々年中）の所得で審査します。 

※老人控除対象配偶者・老人扶養親族１人につき６万円を所得限度額に加算します。 

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 

 

【問い合わせ先】 役場住民課 ☎７８－２１１１ 

                                  

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円） 

０人 622.0 833.3 

１人 660.0 875.6 

２人 698.0 917.8 

３人 736.0 960.0 

４人 774.0 1002.1 

５人 812.0 1042.1 


